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令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されました

職場での熱中症による重篤化を防止するために

「早期発見」、「早期対応」
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R6 死傷者数 1257人
死亡者数 31人



4

職場における熱中症による死傷災害の発生状況（５か年）

業種別でみると、死傷者数は建設業、製造業、運送業、警備業、商業の順
で多くなっている。死亡者数では建設業が最も多く全体の約40％を占め、
次いで製造業（約14％）、警備業（約12％）となっている。
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職場における熱中症による死傷災害の発生状況（５か年）

月別の発生状況では、約８割が７月、８月の２か月間に集中している。
時間帯別の発生状況では、いずれの時間帯でも発生している。
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職場における熱中症による死傷災害の発生状況（５か年）

年齢別では、死傷者数、死亡者数ともにいずれの年齢層においても発生して
いる。
特に50 歳代以上では、死傷者数は全体の約52％、死亡者数は全体の約
61％を占めており、一般的に高齢者は、加齢による身体機能の低下等の影
響により、熱中症を発症するリスクが高く、死亡災害に至る割合も高くなって
いる。
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職場における熱中症による死傷災害の発生状況

 総数は３１件（男性２８件、女性３件）
 発症時・緊急時の措置の確認及び周知していたことを確認で
きなかった事例・・・２０件

 暑さ指数（WBGT）の把握を確認できなかった事例・・・２４件
 熱中症予防のための労働衛生教育の実施を確認できなかっ
た事例・・・１４件

 糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれ
のある疾病や所見を有している事が明らかな事例・・・２１件

令和６年（2024年）の熱中症による死亡災害の概要
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（熱中症を生ずるおそれのある作業）
第612条の2

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生
ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する
者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱
中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した
場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に
対し、当該体制を周知させなければならない。

２ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を
生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該
作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受
けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置
の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に
対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければ
ならない。
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改正労働安全衛生規則 【「第612条の2」が追加】
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熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その
状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、
熱中症の重篤化を防止するため、
以下の「報告体制の整備」、「重篤化を防止するた
めに必要な措置の実施手順の作成」、「関係作業者
への周知」 が事業者に義務付けられました。

「熱中症の自覚症状がある作業者」や
「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
が、その旨を報告するための 体制整備 及び

関係作業者への周知。

1

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合
に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
① 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の
連絡先及び所在地等

② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等
熱中症による重篤化を防止するために必要
な措置の実施手順の作成及び関係作業者へ
の周知

2
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「暑熱な場所」とは
湿球黒球温度（WBGT）が28度以上又は気温が31度以上の場所をいう。
必ずしも事業場内の特定の作業場のみを指すものでなく、出張先で作業を
行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合、作業場所から作
業場所への移動時等も含まれます。

「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を
生ずるおそれのある作業」とは
上記の「暑熱な場所」において、継続して１時間以上又は１日当たり４時間を
超えて行われることが見込まれる作業をいう。

なお、非定常作業、臨時の作業であってもこの条件を満たすことが見込まれ
る場合は対象となります。

上記の作業に該当しない場合であっても、作業強度や着衣の状況によっては、
熱中症のリスクが高まるため、改正省令に準じた対応を行うよう努めてください。
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“いつもと違う”と思ったら、熱中症を疑え

【朝礼やミーティングでの周知】 【会議室や休憩所などわかり
やすい場所への掲示】

【メールやイントラネット
での通知】

手足がつる

立ちくらみ・めまい

吐き気

汗のかき方がおかしい
汗が止まらない／汗がでない

イライラしている

フラフラしている

呼びかけに反応しない

ボーッとしている

これも初期症状

あれっ、
何かおかしい

あの人、
ちょっとヘン

何となく体調が悪い

すぐに疲れる

すぐに周囲の人や現場管理者に申し出る

手順や連絡体制の
周知の一例
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以降は、「熱中症ガイド」を使用して、
職場における熱中症対策の事例等
を説明します
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